
施行令第３条（水素イオン濃度等の項目） 

 

法第２条第２項第２号 の政令で定める項目は、次に掲げる項目とする。 

１ 水素イオン濃度 

２ 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量 

３ 浮遊物質量 

４ ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

５ フエノール類含有量 

６ 銅含有量 

７ 亜鉛含有量 

８ 溶解性鉄含有量 

９ 溶解性マンガン含有量 

１０ クロム含有量 

１１ 大腸菌群数 

１２ 窒素又はりんの含有量（湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増

殖をもたらすおそれがある場合として環境省令で定める場合におけるものに限る。第

４条の２において同じ。） 


